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概要

平成17年Ⅱ月に、長崎西彼業協同組合が長崎県及ぴ長崎市の補助を活用して農産物

直売所である「ふれあい市日見店」を開設していたが、近接地にある同協の「ふれあい市東

長崎店」の建替えに伴い統合されたことから、当該直売所は、平成30年7月に閉店したところ

である

しかしながら、当該施設は、減価却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令

第15号)で定める耐用年数基準(22年)1こ達していないため、長崎県補助金等交付規貝リ(昭和

40年長崎県規則第16号)の財産処分の規定に基づき、未使用期間に相当する補助金を返還

する必要があることから、長崎西彼協同組合から長崎市に返還される補助金のうち、長崎

県分の補助金を返還するもの

目

24

諸

番号

1-1

事

国・県支出金等返還金

業費返還金

2 返還内容

補助金名:ながさき「食と」支援事業(平成17年度)

返'先:長崎県

返'額:1,091,780円

農産物直売所建設工に係る経(フ,790,000円)の残存年数納付金額を返'

産物直売所建時の補助率:2/3 (県ν3、市 V3)

フ,790,000円 X I/3=2,596,666円

2,596、 666円 X 9年3 ケ月(111月)/22年(264月)=1,091,780

開設年月日:平成 17年11月26日

閉店年月日:平成30年7月31日
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残存年数:9年3 ケ月
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